
平成™œ年™月˜日 金曜日 第œ ��号官 報

名

称

沢
崎
鼻
灯
台

位

置

所

在

地

新
潟
県
佐
渡
市
（
沢
崎
鼻
）

北

緯

三
七
e

四
九
e

二
〇

東

経

一
三
八
e

一
二
e

二
一

変
更
し
た
事
項

位

置

所

在

地

新
潟
県
佐
渡
市
（
沢
崎
鼻
）

北

緯

三
七
e

四
九
e

一
九

東

経

一
三
八
e

一
二
e

一
九

記

事

補
正

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
（
第
二
号
３
に
係

る
部
分
を
除
く
。）は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に

特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願

に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
承
認
を

し
た
の
で
、同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

一

施
行
者
の
名
称

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

三
鷹
都
市
計
画

公
園
事
業
第
五
・
三
・
一
号
新
川
防
災
公
園

三

事
業
施
行
期
間

自
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
至
平

成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
地

収
用
の
部
分

東
京
都
三
鷹
市
新
川
六
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
承
認
を

し
た
の
で
、同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

一

施
行
者
の
名
称

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

草
加
都
市
計
画

公
園
事
業
三
・
三
・
〇
二
号
松
原
近
隣
公
園

三

事
業
施
行
期
間

自
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
至
平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
地

収
用
の
部
分

埼
玉
県
草
加
市
松
原
三
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
十
六
号

次
の
信
号
符
字
を
点
附
し
た
の
で
、
船
舶
法
施
行
細
則

（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

信
号
符
字
船
舶

番
号

船
名

点
附

年
月
日

平
成

７
Ｊ
Ｍ
Ｔ

1
4
1
7
4
2
ク
リ
ー
ン
は
り
ま

2
4
.
1
2
.
1
4

７
Ｊ
Ｎ
Ｃ

1
4
1
7
6
8
第
八
十
八
盛
勝
丸

2
4
.
1
2
.
1
0

７
Ｊ
Ｎ
Ｈ

1
4
1
7
8
8
第
十
一
光
洋
丸

2
4
.
1
2
.
5

７
Ｊ
Ｎ
Ｌ

1
4
1
8
0
3
か
い
も
ん
丸

2
4
.
1
2
.
2
8

７
Ｊ
Ｎ
Ｏ

1
4
1
8
1
3
第
三
十
一
日
東
丸

2
4
.
1
2
.
2
7

７
Ｊ
Ｎ
Ｐ

1
4
1
8
1
9
第
八
十
八
福
徳
丸

2
4
.
1
2
.
1
3

Ｊ
Ｄ
3
3
9
0

1
4
1
7
2
3
日
清
丸

2
4
.
1
2
.
2
5

Ｊ
Ｄ
3
4
3
4

1
4
1
7
9
8
亀
吉
丸

2
4
.
1
2
.
2
6

Ｊ
Ｄ
3
4
3
6

1
4
1
8
0
0
や
ま
ゆ
り

2
4
.
1
2
.
3

Ｊ
Ｄ
3
4
4
4

1
4
1
8
1
2
ひ
さ
し
げ
２

2
4
.
1
2
.
5

Ｊ
Ｄ
3
4
4
5

1
4
1
7
7
2
第
七
金
栄
丸

2
4
.
1
2
.
4

Ｊ
Ｄ
3
4
4
6

1
4
1
7
7
3
第
十
八
共
徳
丸

2
4
.
1
2
.
1
3

Ｊ
Ｄ
3
4
4
9

1
4
1
8
1
6
ふ
じ
た
か
丸

2
4
.
1
2
.
2
6

Ｊ
Ｄ
3
4
5
2

1
4
1
8
2
1
進
朋

2
4
.
1
2
.
1
8

Ｊ
Ｄ
3
4
5
5

1
4
1
8
2
3
新
日
光
丸

2
4
.
1
2
.
1
3

Ｊ
Ｄ
3
4
5
9

1
4
1
8
3
1
平
神
丸

2
4
.
1
2
.
2
7

Ｊ
Ｄ
3
4
6
0

1
4
1
8
3
2
弘
陽
丸

2
4
.
1
2
.
2
7

Ｊ
Ｄ
3
4
7
1

1
4
1
8
4
8
第
2
1大
黒
丸

2
4
.
1
2
.
2
6

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
十
七
号

次
の
信
号
符
字
を
取
り
消
し
た
の
で
、
船
舶
法
施
行
細

則
（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

信
号
符
字
船
舶

番
号

船
名

取
消

年
月
日

平
成

７
Ｊ
Ｅ
Ｙ

1
4
0
9
8
9
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ｕ
Ｚ
Ｅ
Ｎ

Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｕ

2
4
.
1
2
.
7

７
Ｊ
Ｍ
Ｄ

1
4
1
6
9
0
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｆ
Ｕ
Ｔ

Ｕ
Ｒ
Ｅ

2
4
.
1
2
.
1
4

Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｑ

1
3
3
2
5
8
第
八
春
日
丸

2
4
.
1
2
.
2
5

Ｊ
Ｅ
Ｐ
Ｊ

1
3
7
1
7
9
錦
江
丸

2
4
.
1
2
.
3

Ｊ
Ｈ
Ｗ
Ｏ

1
3
0
0
4
8
第
十
八
春
日
丸

2
4
.
1
2
.
2
5

Ｊ
Ｊ
Ｚ
Ｇ

1
3
0
1
1
7
第
七
八
興
丸

2
4
.
1
2
.
2
1

Ｊ
Ｇ
4
1
6
0

1
2
5
8
9
2
伯
耆

2
4
.
1
2
.
4

Ｊ
Ｇ
4
4
8
6

1
2
7
6
5
1
第
七
東
亜
丸

2
4
.
1
2
.
1
8

Ｊ
Ｇ
4
6
4
5

1
2
9
8
3
1
こ
ん
ご
う

2
4
.
1
2
.
5

Ｊ
Ｇ
5
0
0
8

1
3
2
7
8
1
第
五
十
八
寿
々
丸

2
4
.
1
2
.
1
2

Ｊ
Ｇ
5
1
9
3

1
3
3
8
4
0
第
二
栄
邦
丸

2
4
.
1
2
.
1
1

Ｊ
Ｇ
5
2
7
0

1
3
4
3
0
1
高
津
川
丸

2
4
.
1
2
.
7

Ｊ
Ｈ
3
0
5
0

1
2
7
6
2
2
月
光
丸

2
4
.
1
2
.
1
1

Ｊ
Ｈ
3
4
1
7

1
3
4
4
3
0
ス
タ
ー
マ
リ
ン
Ô

2
4
.
1
2
.
2
6

Ｊ
Ｊ
3
5
2
9

1
2
9
1
9
3
第
三
十
五
日
東
丸

2
4
.
1
2
.
2
0

Ｊ
Ｊ
3
7
5
6

1
3
1
8
7
4
第
参
拾
宝
栄
丸

2
4
.
1
2
.
5

Ｊ
Ｋ
4
3
8
2

1
2
7
2
0
9
新
日
徳
丸

2
4
.
1
2
.
1
1

Ｊ
Ｋ
5
5
8
3

1
3
5
2
8
8
拓
洋
丸

2
4
.
1
2
.
2
6

Ｊ
Ｌ
4
9
9
0

1
2
6
3
2
4
盛
漁
丸

2
4
.
1
2
.
2
8

Ｊ
Ｌ
5
8
8
2

1
3
1
4
5
1
第
八
や
わ
た
丸

2
4
.
1
2
.
2
6

Ｊ
Ｌ
5
9
4
5

1
3
1
5
1
4
第
三
弘
栄
丸

2
4
.
1
2
.
4

Ｊ
Ｌ
6
0
8
2

1
3
2
9
7
2
第
二
豊
春
丸

2
4
.
1
2
.
6

Ｊ
Ｌ
6
2
4
2

1
3
4
8
1
3
ふ
じ
た
か
丸

2
4
.
1
2
.
2
0

Ｊ
Ｌ
6
3
3
2

1
3
4
9
0
8
第
十
五
京
丸

2
4
.
1
2
.
7

Ｊ
Ｍ
2
2
5
7

9
9
0
5
8
玄
海
丸

2
4
.
1
2
.
1
1

Ｊ
Ｍ
4
6
0
9

1
2
0
7
1
0
第
十
共
進
丸

2
4
.
1
2
.
1
3

Ｊ
Ｍ
5
1
4
0

1
2
4
8
4
7
フ
ェ
リ
ー
長
崎

2
4
.
1
2
.
5

Ｊ
Ｍ
5
3
6
9

1
2
7
8
7
2
キ
ン
グ
オ
ブ
ビ
ッ
グ

ス
ト
ー
ン

2
4
.
1
2
.
5

Ｊ
Ｍ
5
7
5
5

1
3
0
4
9
8
五
洋
丸

2
4
.
1
2
.
1
4

Ｊ
Ｍ
6
4
0
3

1
3
4
4
7
6
宇
佐
丸

2
4
.
1
2
.
2
1

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
八
十
八
号

次
の
船
舶
国
籍
証
書
は
無
効
と
な
っ
た
の
で
、
船
舶
法

施
行
細
則
（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
二
十
四
号
）
第

四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

証
書
番
号

証
書
の

日
付

船
舶

番
号

船
名

昭
和

1
0
7
7
7

5
2
.
8
.
1
0

1
1
5
6
5
5
第
二
京
阪
丸

〇
海
上
保
安
庁
告
示
第
三
十
号

航
路
標
識
の
設
置
に
つ
い
て
、
航
路
標
識
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

海
上
保
安
庁
長
官

北
村

隆
志

名

称

椛
島
沖
洋
上
風
力
発
電
小
規
模
試
験

機
施
設
灯

位

置

所

在

地

鷹
ノ
巣
鼻
灯
台（
長
崎
県
五
島
市（
椛

島
鷹
ノ
巣
鼻
））の
南
西
方
約
一
・
七

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

北

緯

三
二
e

四
四
e

二
七

東

経

一
二
八
e

五
九
e

四
五

灯

質

モ
ー
ル
ス
符
号
白
光

毎
八
秒
に
Ｕ

（
・
・
e

）

光

度

実
効
光
度
一
六
カ
ン
デ
ラ

光

達

距

離

三
・
〇
海
里

明

弧

全
度

点
灯
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
一
日

記

事

一

本
灯
は
、
洋
上
風
力
発
電
小
規

模
試
験
機
施
設
の
周
囲
に
四
基
設

置
さ
れ
て
い
て
、
四
基
の
灯
火
は

同
期
し
て
い
る
。

二

環
境
省
地
球
環
境
局
管
理

〇
海
上
保
安
庁
告
示
第
三
十
一
号

航
路
標
識
の
性
質
そ
の
他
の
変
更
に
つ
い
て
、
航
路
標

識
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

海
上
保
安
庁
長
官

北
村

隆
志

名

称

竜
ケ
埼
鼻
灯
標

位

置

所

在

地

福
島
県
い
わ
き
市
（
竜
ケ
埼
鼻
）

北

緯

三
六
e

五
七
e

一
二

東

経

一
四
〇
e

五
七
e

〇
〇

変
更
し
た
事
項

業
務
休
止

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

記

事

一
時
変
更

名

称

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
造
船
横
浜
末
広
浮
標

位

置

所

在

地

京
浜
港
横
浜
区
（
鶴
見
信
号
所
の
北

西
方
約
七
三
〇
メ
ー
ト
ル
）

北

緯

三
五
e

二
九
e

〇
二

東

経

一
三
九
e

四
一
e

四
三

変
更
し
た
事
項

名

称

横
浜
末
広
浮
標

記

事

ジ
ャ
パ
ン
マ
リ
ン
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
株

式
会
社
横
浜
事
業
所
鶴
見
工
場
管
理

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

名

称

安
乗
埼
灯
台

位

置

所

在

地

三
重
県
志
摩
市
（
安
乗
埼
）

北

緯

三
四
e

二
一
e

五
四

東

経

一
三
六
e

五
四
e

三
〇

変
更
し
た
事
項

高

さ

地
上
か
ら
構
造
物
の
頂
部
ま
で
一
五

メ
ー
ト
ル

平
均
水
面
上
か
ら
灯
火

ま
で
三
五
メ
ー
ト
ル

記

事

補
正

�
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